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１.県域水道ビジョン

（平成２３年１２月策定）

水道事業が抱える課題

人口の減少等による水需要の減少

老朽化施設の更新や耐震化対応により
多大な費用が発生する見込み

熟練職員の大量退職後の技術力低下

１－１



県域水道ビジョン（平成２３年１２月策定）

１－２

施設投資の最適化

業務の効率化

水源の適正利用

自然的条件、浄水場の規模
や施設形態などの特性で３つ

のエリアに区分

３
つ
の
着
眼
点

県営水道
エリア

五條・吉野
エリア

県営水道を
軸とした垂直
連携

五條市・吉野
３町の水平連
携

簡易水道
エリア

簡易水道事業
の効率的運営

県営水道と市町村水道を
「県域水道」として一体としてとらえ
あるべき姿として策定

県営水道エリア

県域水道ビジョン

背景・課題

水需要の減少、将来的な更新費用の増加及び技術力の低下

大和平野の水源確保を目的に水道用水供給事業である県営水
道が存在

対応策

県営水道を軸とした垂直連携
奈良市水源の有効活用

モデル案

水源として県営水道を選択した方が事業の効率化を図れる場合、市町村の自
己水の浄水場を廃止し、県営水道へ転換

市町村浄水場の
更新費用

県営水道の
受水費

比較

奈良市水源の有効活用を視野に、県営水道と奈良市を含めた将来的な水道一
元化の検討

１－３

五條・吉野エリア

県域水道ビジョン

背景・課題

施設稼働率が低い
水源水質の維持（かび臭問題への対応）
施設更新、耐震化への対応

対応策

五條市・吉野３町の水平連携（新たな用水供給事業設立を視野に入れた施設
共同化）

モデル案

水源から浄水場までの施設を共同化
用水供給事業設立を視野に検討

用水供給事業

１－４

水源
浄水場

五條市

大淀町

下市町

吉野町

配水池 家庭

配水池 家庭

配水池 家庭

配水池 家庭

簡易水道エリア

県域水道ビジョン

背景・課題

経営基盤や技術基盤が弱いうえに、過疎化の進行による人口減
少、給水量の減少、施設老朽化、職員の減少により、運営基盤が
さらに弱体化する懸念

財政基盤の脆弱な小規模市町村が運営しているため、将来的な
事業継続性への懸念

対応策

管理の一元化による運営基盤の強化（広域的な共同管理の委託の集約や受け
皿組織の設立を想定した管理の一元化）

モデル案

サービスプラット
フォーム

（受け皿組織）

市町村
（小規模水道）

管理の受け皿組織設立による技術支援等の検討

１－５

受託

技術支援

企業

自治体

地元住民



２.「奈良モデル」の取組

「奈良モデル」について

２－１

奈良県では、平成２０年から、県知事と県内市町村長全員で、「奈良県・市町
村長サミット」を開始

平成２２年３月には、県と市町村が連携・協働する「奈良モデル」の候補として、
７３業務を選定

水道についても、「奈良モデル」の一つとして選定され、進捗状況を「奈良県・
市町村長サミット」にて半年ごとに報告

奈良県・市町村長サミット

消防の広域化
市町村税の税収強化
市町村国民健康保険のあり方について
市町村管理の道路施設補修工事の支援について
市町村公営住宅等の管理の共同化
地域における一次救急医療体制の確保
土木職員の確保に関する県市町村連携
市町村と連携したエネルギー政策の推進
水道運営の連携

奈良モデル（主なもの）

県と市町村の連携の必要性

２－２

「平成の大合併」において、奈良県では合併が進まなかった。

合併に代わる手法として、県と市町村の垂直連携、市町村相互の水平連携に
より、地方行政効率化を図る必要があると考えられる。

県は、市町村と異なる視野を持ち、異なる役割分担もできることを念頭に、積
極的に連携、協働に努める。

平成の大合併における市町村数の変化

平成１１年
４月

平成２３年
４月

増減率

全国 3,229 1,724 ▲46.6%
奈良県 47 39 ▲17.0%

県の役割

サッカーに例えると、県はミッドフィルダー（ＭＦ）の
役割。国と市町村の間に立って、良きチームづくり
に貢献。

県の役割を積極的に果たすため、統計を積極的に
活用（Evidence-based）

３.県営水道エリアにおける取組



県営水道エリア

県域水道ビジョン

背景・課題

水需要の減少、将来的な更新費用の増加及び技術力の低下

大和平野の水源確保を目的に水道用水供給事業である県営水
道が存在

対応策

県営水道を軸とした垂直連携
奈良市水源の有効活用

モデル案

水源として県営水道を選択した方が事業の効率化を図れる場合、市町村の自
己水の浄水場を廃止し、県営水道へ転換

市町村浄水場の
更新費用

県営水道の
受水費

比較

奈良市水源の有効活用を視野に、県営水道と奈良市を含めた将来的な水道一
元化の検討

３－１

平成２４年度の取組

３－２

県営水道料金の改定

経営シミュレーションによる県営水道受水２４市町村との協議

・広陵町が県営水道受水１００％に転換（２４年１０月）
・桜井市が１浄水場を廃止し、県営水道受水に一部転換予定
・御所市、平群町等で県営水道受水への転換について検討中

水需要動向を踏まえた県営水道施設更新改良抑制等により、料金単価を引き下げ

改定前 改定後

１４０円／ｍ3 １３０円／ｍ3

９０円／ｍ3

基準内水量

超過水量

料金単価を引き下げ

二段階従量料金制の導入

※基準水量＝実績１日最大給水量（過去４年平均）×計画県水率×３６５日×７０％

県営水道と市町村水道を一体としてとらえることにより、県と市町村の二重投
資を避ける
まず、県が県営水道の施設更新等を見直し、県営水道料金を引き下げ
改定後の県営水道料金で経営シミュレーションを行い、市町村と協議

市町村浄水場の
更新費用

県営水道の
受水費

比較

県営水道エリア

平成２５年度の取組

３－３

中和１０市町村をモデル地区として、平成２５年５月に、県域水道ファシリティ
マネジメント懇話会を設置

将来的な水道一元化を見据えつつ、まずは、施設共同化及び業務共同化の
検討から開始

県営水道エリア

中長期計画

コ
ス
ト
削
減
効
果

業務共同化

経営組織の統合

施設の共同化

官民連携
ファシリティマネジメント

（施設・設備）（人材）

共同
アウトソーシング

水源選択（県営水道or自己水）
施設の共同設置

県域水道ファシリティマネジメント懇話会

３－４

県営水道エリア

【メンバー】中和１０市町村長及び奈良県知事等
【構成市町村】大和高田市、橿原市、桜井市、御所市、香芝市、葛城市、高取町、明日香村、

上牧町、広陵町

第１回 平成２５年５月１７日

県域水道ファシリティマネジメント懇話会の設置し、業務共同
化及び施設共同化の検討を進めることで合意
業務共同化として、共同アウトソーシングを検討

施設共同化として、水源の選択（県営水道か自己水か）を踏
まえた施設投資の最適化を検討

第２回 平成２６年２月２７日

施設共同化の効果額の試算について、更に精度を上げるよ
う引き続き検討

管路の更新費用が経営に及ぼす影響が大きいことから、ダ
ウンサイジング、長寿命化、改修工事や資材の共同発注等
を検討
業務共同化については、包括共同外部委託に向け検討



作業部会

３－５

県営水道エリア

【メンバー】中和１０市町村の水道担当部（局・課）及び県地域政策課・水道局・市町村振興課

開催日 テーマ

第１回 H25.6.14 部局長級 業務共同化の今後の進め方について

第２回 H25.7.17 部局長級 広域化・共同化に対する各市町村の意見について

第３回 H25.7.30 担当者級 各市町村における施設維持管理業務の手法等の違いについて

第４回 H25.8.9 担当者級 各市町村における営業業務の手法等の違いについて

第５回 H25.9.10 担当者級 検針、滞納整理等の業務に係る業務共同化の可能性について

第６回 H25.12.13 担当者級 施設共同化に係る効果額の試算及び施設共同化案について

第７回 H26.1.23 部局長級 施設共同化に係る効果額の試算結果について

担当者級の作業部会はグループワーク形式で開催

６～８人ごとに班分けし、進行担当・記録担当・発表
担当をくじで決定

同一市町村から２名以上参加の場合は別のグルー
プとし、時には個人の立場での本音の議論にも

少人数で議論し、かつ、参加者が進行役となること
で、スムーズな合意形成が期待される

業務共同化

３－６

県営水道エリア

業務共同化として、共同アウトソーシング（外部委託）を検討
個別委託では、検針及び滞納整理の共同アウトソーシングについて検討
併せて、今後の包括共同アウトソーシングに向けた検討を実施

営業業務
窓口

電話受付

検針

滞納整理

開閉栓

浄水場運転管理等
維持管理業務

宿日直業務

水質管理 →奈良広域水質検査センター組合にて共同検査を実施

検針

個別共同委託の検討

すでに各市町村で個別委託を実施

検針日が市町村により異なり、同じ検針員
で回ることができ、委託費の削減が図れる

随意契約の市町村が多く、競争入札により
委託費の削減の可能性がある

滞納整理

債権回収業者（サービサー）や弁護士法人
への委託により、回収率の向上が図れる

職員数の不足から給水停止を実施できてい
ない市町村もあり、アウトソーシングにより
滞納整理が促進される

包括共同
委託の検討

維持管理業務

個別委託に比べ、
業者の工夫の
余地が大きい

すでに複数年度
で包括委託を実
施している市町
村もあり、共同
委託開始時期を
調整する必要が
ある。

営
業
業
務

厚生労働省では、昨年度、アセットマネジメント手法による「簡易支援ツールを使用した水道事業の広
域化効果の算定マニュアル」を作成され、その試算のモデルとして中和１０市町村を選定いただいた。

水道施設による給水サービスを継続していくために必要な補修、更新といった施設管理に必要な「投資計画」と、
それを実施するための「財政計画」を、市町村ごとに簡易支援ツールにより算定。

施設更新基準や布設単価等を各市町村で同じ条件で試算することにより、各市町村ごとの比較・課題抽出が可
能となる。

複数の市町村で、県営水道受水への転換、県営水道からの直結配水や受水地の共同設置等の施設の共同化を
実施した場合の費用の削減効果を試算

アセットマネジメント手法により、「簡易支援ツール」によりそれぞれの市町村の更新費用等を算定

１０市町村において施設の共同化をした場合の効果を試算・検証

直結配水（受水池の廃止）

御所浄水場 県営
水道

高低差による
強い圧力

受水池

一旦受水地で受ける
ため減圧される

家庭等へ配水する
ために再度圧送

（電力費等がかかる）

上記施設を廃止・県営水道の水圧で各家庭に配水

受水池等施設投資額の削減

高低差による位置エネルギーを利用するた
め、動力費（ポンプを動かすための電力費
等）が削減できる

ポンプ
家庭

※なお、受水池の共同設置は検討のみで試算に反映しなかった

施設共同化－共同化実施時の効果額を試算

３－７

県営水道エリア
奈良県内における広域化・連携の動き

３－８

奈良県基幹システム共同化検討会
水道事業システム共同化検討部会

香芝市、葛城市、河合町、
上牧町、御所市、五條市

公営企業新会計システムをクラウド方式に
より共同運用（平成２６年４月より）

西和衛生試験センター組合

平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、
王寺町、河合町、上牧町

水質試験センターを共同保有
（昭和４６年８月設置）

香芝市・王寺町

緊急時用連絡管（平成２５年８月協定）

香芝市・広陵町

緊急時用連絡管（平成２５年９月協定）

北和都市水道事業協議会

奈良市、大和郡山市、天理市、生駒市

緊急時用連絡管の設置及び維持管理、
共同調査研究、広義の共同化の検討等

（昭和４３年度から）

奈良広域水質検査センター組合

大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、

香芝市、葛城市、宇陀市、山添村、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村、
高取町、明日香村、広陵町、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、

野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村

水質試験センターを共同保有（平成７年４月設置）

県域水道ファシリティマネジメント懇話会

大和高田市、橿原市、桜井市、御所市、
香芝市、葛城市、高取町、明日香村、

上牧町、広陵町、奈良県

将来の事業統合を見据えた業務共同化の
検討を開始（平成２５年５月懇話会設置）

橿原・高市水道事業連絡協議会

橿原市、高取町、明日香村

災害対策（緊急時用連絡管）、営業業務関
係、維持管理関係、建設工務関係など広範

囲において共同化・広域化を検討
（平成２５年４月協議会立ち上げ）



４.五條・吉野エリアにおける取組

五條・吉野エリア

県域水道ビジョン

背景・課題

施設稼働率が低い
水源水質の維持（かび臭問題への対応）
施設更新、耐震化への対応

対応策

五條市・吉野３町の水平連携（新たな用水供給事業設立を視野に入れた施設
共同化）

モデル案

水源から浄水場までの施設を共同化
用水供給事業設立を視野に検討

用水供給事業

４－１

水源
浄水場

五條市

大淀町

下市町

吉野町

配水池 家庭

配水池 家庭

配水池 家庭

配水池 家庭

平成２６年度の取組

４－２

昨年度に中和１０市町村で実施したアセットマネジメント手法による施設共同
化効果額試算の手法を用いて、五條市及び吉野３町で施設共同化を実施し
た場合の効果額を試算

五條・吉野エリア

「五條・吉野エリア施設共同化推進事業」（２６年度予算額：９，３００千円）

用水供給事業

水源
浄水場

五條市

大淀町

下市町

吉野町

配水池 家庭

配水池 家庭

配水池 家庭

配水池 家庭

広域化モデル案の実現に向けて、五條市、吉野町、大淀町及び下市町とともに、施設共同
化及び用水供給事業の可能性を検討。アセットマネジメントの手法により、各市町村の「投
資計画」や「財政計画」の将来推計を行うとともに、施設共同化等を実施した場合の費用の
削減効果を試算

※平成２６年７月２４日入札公告。９月中旬頃契約予定。

５.簡易水道エリアにおける取組



簡易水道エリア

県域水道ビジョン

背景・課題

経営基盤や技術基盤が弱いうえに、過疎化の進行による人口減
少、給水量の減少、施設老朽化、職員の減少により、運営基盤が
さらに弱体化する懸念

財政基盤の脆弱な小規模市町村が運営しているため、将来的な
事業継続性への懸念

対応策

管理の一元化による運営基盤の強化（広域的な共同管理の委託の集約や受け
皿組織の設立を想定した管理の一元化）

モデル案

サービスプラット
フォーム

（受け皿組織）

市町村
（小規模水道）

管理の受け皿組織設立による技術支援等の検討

５－１

受託

技術支援

企業

自治体

地元住民

オール県庁で調査チームを結成

調査チーム

黒滝村 ６月２０日

現在、１０市町村に訪問

川上村 ６月１８日

曽爾村 ７月９日

簡易水道のみ実施

上水道と簡易水道を
実施

五條市 ６月９日

東吉野村 ７月１７日

簡易水道の統合・共同化推進事業

簡易水道の管理体制の構築を含む運営基盤の強化を図るとともに、簡易水道の統合を促進。
オール県庁で構成する調査チームが現地に赴き、現状や課題についてヒアリングを実施。
課題をとりまとめた後、作業部会等を通じて、市町村とともに課題解決・統合促進を図っていく。

簡易水道エリア

５－２

地域
政策課

市町村
振興課

水道局

認可

国庫補助

起債

公営企業
経営

水道水質

設備

天川村 ８月２０日

野迫川村 ６月１３日

十津川村 ６月１０日・１２日

上北山村 ６月２５日

御杖村 ８月２２日

木村直人主任研究員

今後の予定

～９月下旬 引き続き現地ヒアリングを実施

１０月～ 保健所管内別に作業部会を開催

作業部会において、市町村の担当者とともに、運
営基盤強化や統合促進に向けた方策を検討。大
規模水道事業体等の関与（技術支援等）につい
ても議論。

ヒアリング項目の例

５－３

簡易水道エリア

組織・体制から施設、水道水質管理、公営企業経営まで幅広い内容でヒアリングを実施
役場会議室内でのヒアリングだけでなく、取水施設や浄水施設等の現場にも赴いて調査を実施
組織・体制から施設、水道水質管理、公営企業経営まで幅広い内容でヒアリングを実施
役場会議室内でのヒアリングだけでなく、取水施設や浄水施設等の現場にも赴いて調査を実施

簡易水道の概要 管路

簡易水道事業の概要 管路の敷設年

地元管理の事業数 石綿管の状況

組織・体制 耐震化の状況

課の組織・体制 漏水の状況（有収率）

担当者の他の業務の兼務状況 管路更新計画、更新需要の見込み

担当者の日常業務の内容 その他管路の課題、維持管理で困っていること

不足している職員数 水質管理

浄水施設 最近の水道水質異常発生状況

管理主体（市町村or地元） クリプトスポリジウム・ジアルジア発生状況

ろ過方式（緩速ろ過、急速ろ過、膜ろ過） 水源水質の経年変化の状況

耐震化の状況 毎日検査の状況

施設更新計画、更新需要の見込み 奈良広域水質検査センターへの検査委託状況

毎年の修繕費の状況 奈良広域水質検査センターへの運搬状況

水源・取水施設 その他水質管理の課題や困っていること

原水の種別（表流水、伏流水、深井戸、浅井戸等） 簡易水道の統合

取水方法 簡易水道統合計画の有無

水量の安定性（最近の状況、紀伊半島大水害以後の変化） 簡易水道統合の状況

水質の安定性（最近の状況、紀伊半島大水害以後の変化） 簡易水道統合の課題（統合の支障要因など）

降雨時の一時的な濁度の上昇の状況及び対応状況 公営企業経営

地元管理の状況 繰出金の状況（基準外、基準内）

地元管理の有無 維持管理費の現状と今後の見込み

地元管理の範囲 料金収入の状況

毎日検査 これまでの料金改定と今後の改定見込

薬品補充 経営上の課題

浄水施設管理 法適化の検討状況

取水施設・水源管理 外部委託等

地元管理等に係る村単独補助（建設・維持管理）の有無 外部委託の状況（委託先）

地元管理の今後の見込み（高齢化等を踏まえて） 地元企業、管工事組合との連携の状況

現地ヒアリング結果（中間報告）
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簡易水道エリア

役場の組織・
体制

水道担当が１名のみの村が多い。

水道専任の場合、毎日の施設巡回や残留塩素等の毎日検査に
追われている。
担当者が他の業務（浄化槽、住宅等）と兼務している村も多い。

管理形態

すべて役場管理となっている市町村もあれば、管理の一部または
全部を地元に任せている市町村もある。

特に地元管理では、専門知識の不足から十分な管理が行われて
いないところもある。

浄水施設

異なる３つのろ過方式（緩速ろ過・急速ろ過・膜ろ過）の施設があ
る村もあり、管理がさらに困難に。

凝集剤の調整が難しく、無人施設が多い小規模事業体では管理
困難な急速ろ過方式の施設も多い。

施設配置

山などの地形の影響を受け、市町村内に施設が点在。

地元水道組合の施設であったり、現在は市町村管理であってもか
つての地元水道組合単位の施設配置のため、非効率となってい
る場合もある。


